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１ 開 会 

 

２ 公文書等の管理に関する法律施行令案及び行政文書の管理に関するガイドライン案について  

 

３ 特定歴史公文書等の保存、利用及び廃棄に関するガイドライン検討素案について  

 

４ 今後の予定について 

 

５ 閉 会 
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○御厨委員長 それでは、会議を始めさせていただきます。  

 本日は、大変お忙しいところ、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。委員の定

足数を満たしておりますので、ただ今から第２回目の「公文書管理委員会」を開催させていただき

ます。 

 まず、第１回の委員会で御審議をいただきました施行令案とガイドライン案について、御議論を

お願いしたいと思っております。なお、７月下旬から８月中旬にかけて行われた、国民と各省庁か

らの意見募集を踏まえまして、今回、施行令案及びガイドライン案を準備いたしております。この

間の経緯についても、併せて事務局から説明をお願いいたします。  

○福井公文書管理課長 それでは、事務局から御報告をさせていただきます。  

 また、配付資料の確認も併せて行わせていただこうと思います。  

 右肩に「資料１」とある縦長の資料は、７月 30 日～８月 13 日までの間に国民の皆様からいただ

いた御意見を整理したものでございます。この間、意見提出総件数は 146 件で、個人の方から 111

件、団体の方から 35 件でございます。 

 ７ページ以降は、意見をいただきますときに、意見提出者の御氏名等が明らかにならない形で公

表させていただくことがありますと申し上げておりましたとおり、個人とか団体のお名前を抜いた

形で御意見を整理したものが７ページ以降でございます。８ページの第１号から、45 ページの第

146 号までが御意見ということでございます。 

 これらにつきまして、主な御意見を整理してみたものが、１ページからの「主な意見の要旨」と

いうものでございます。私どもの方で整理しておりますので、入っていない点、あるいは意見を何

件とまとめたときに、もしかしたら本来の御意思を酌み取っていないものがあるかもしれません。 

 資料２は、今、ございましたものと同じ７月 30 日～８月 13 日の期間、各府省からいただいた御

意見を整理したものでございます。こちらも 140 件の御意見をいただいております。こちらは、各

省との意見交換というのをこういう形でお見せするのはどういうものかと思ったのですが、御意見

とその理由を府省庁別に整理して、府省庁別に掲示させていただいております。  

 以上が資料１、２でございまして、これらを斟酌いたしまして、資料３と４で案という形で整理

させていただいてございます。これは後ほど御説明させていただきます。  

 その後、資料５がございます。これは本日初めてお配りする資料になりますが、国立公文書館等

の利用等規則のガイドライン検討素案ということで、これについても今日御議論をいただいて、で

きればこの後、パブリック・コメントにかけたいと思っているものでございます。また後ほど御説

明させていただきます。 

資料６は「公文書管理委員会の今後の流れ（イメージ）」というものでございます。今日は８月

31 日ということで、資料３がこの表の一番左側のグループでございまして、８月 31 日に施行令案

を出させていただいております。これも御議論いただきまして、とりまとめをいただきましたら、

この後、法制化のための作業に入りたいと考えております。  

資料４が「各府省文書管理規則の検討」という真ん中の部分でございまして、これも今日とりま

とめをいただきましたら、今度は各府省の規則案を作っていただくための作業を各府省にお願いし
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ていくという段取りになります。これもまた委員会の方で御審議いただくことになります。  

 資料５が一番右端でございまして、これは１回遅れで今回検討素案の御議論をいただくものとい

うことでございます。 

 あと、御議論の参考になるかと思いまして、今年の３月 31 日現在で各省庁の行政文書の管理状

況調査というのを集めておりますので、その調査の概要報告を配布しております。  

 資料は以上でございます。この後、資料３、４の御報告をさせていただきます。  

○七條公文書管理検討室企画官 それでは、資料３の施行令案に基づきまして、説明をさせていた

だきたいと思います。基本的に、本文の方につきましては、法令上の用例を踏まえた技術的な修正

となってございます。 

 １ページ目は、例えば独立行政法人等の定義をここで書いてございますが、法律で定義済みであ

りますので、ここでは落としてございますとか、適切な管理の対象物を公文書等の中でも「特定歴

史公文書等」と限定しているという修正をしてございます。  

 そのほか「指定」の後に「を」を入れる修正をさせていただいてございます。  

 ２ページ目も「を」などの修正をさせていただいてございます。  

 ４ページ目の４につきましては、２文に分かれていたものを１文にしてございます。  

 ５ページ目の２と３につきましては、まとめたということでございます。  

 第 10 につきましては、法律の規定に合わせて整理をした結果、国立公文書館に移管するのが原

則であることから、これを述べた上で、ただし書きで外務省、宮内庁の話をしているという整理で

ございます。 

 第 11 の行政文書ファイル管理簿の記載事項につきましては、法律の方でも定められてございま

すので、それを柱書きで書いた上で、各号には政令事項を列記させていただいたという技術的修正

をさせていただいてございます。 

 ６ページ目の第 14 の法人文書ファイル管理簿と、７ページ目の第 17 の目録も行政文書ファイル

管理簿と同様の考え方から整理をさせていただいてございます。  

 そのほか、第 16、第 17 の２、第 18 も法律の規定等を踏まえて技術的な修正をしているもので

ございます。 

 ８、９ページ目も、電磁的記録の利用の方法等について技術的な修正をさせていただいていると

ころでございます。 

 10 ページ目から別表に入ってまいりますけれども、各省の方からいろいろなコメントがまいりま

した。そういったことも踏まえて修正をさせていただいてございます。  

 例えば法律案の審査のところにつきましては、内閣法制局の第三条第一号以外の審査もあるとい

うことで、広く読めるような書きぶりにしてございますし、条約のところでございますけれども、

締結の交渉は、外国政府のみならず、その他外国との交渉もあるということで、それを付け加えさ

せていただいてございます。 

 また、解釈又は運用の基準につきましては、締結の検討の中で御検討されているという外務省か

らの意見もございましたので、締結の検討の欄に持ってきているという修正でございます。  
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 その他、11 ページ目、意見公募手続き等につきましても、技術的修正を正確性の観点からさせて

いただいてございます。 

 12 ページ目は、予算あるいは決算について所要の修正をしてございますが、これも各省庁からの

意見を踏まえまして、特別会計の文書なども盛り込んだものでございます。  

 13 ページ目も技術的な修正をさせていただいております。  

 14、15 ページ目も正確性の確保の観点から、修正をさせていただいているところでございます。  

 16 ページ目も同様でございます。 

 17、18 ページ目の告示、訓令、通達については、例えば法律の解釈の関係の通達等もあるとい

うことで、他の事項との関係を整理するという意味で括弧を入れさせていただいているということ

でございます。 

 18 ページ目は、予算、決算でございますけれども、こういった文書もあるということで「ハ」に

付け加えさせていただいてございます。  

 19 ページ目の独立行政法人等に関するところにつきましては、前回、原案が独立行政法人と国立

大学法人しか読むことができない表現ぶりでございましたけれども、例えば、中期目標を制定する

のは日本司法支援センター、法テラスのようなものもありますので、それも読めるような修正を施

してございます。 

 20、21 ページ目につきましては、まず公共事業でございます。公共事業につきましては、国民

の皆様からももう少し長くという御意見もありましたし、また、公共事業は事後評価を行う場合も

多くございますので、事後評価終了後 10 年のいずれか長い期間と、政策評価の保存期間は 10 年と

いうこともございますので、このような文言を付け加えさせていただいております。  

 また、各省意見の中で文書管理の帳簿についての保存期間も決めるべきではないかという御意見

もありましたものですから、二十二のところで追加をさせていただいてございます。  

 備考についても、所要の修正をさせていただいてございます。  

 以上、施行令案の説明でございます。  

 引き続きまして、ガイドライン案の方に移らせていただきます。資料４になります。  

 ３、４ページ目は、技術的な修正でございます。  

 ５、６ページ目は、例えば文書管理総括課にしても、文書管理者にしても、やはりそれを担う補

佐体制、実務体制が重要であるという御意見をいただきましたので、それぞれ実務的な補佐体制に

ついての記述を追加させていただいてございます。監査責任者についても同様でございます。  

 また、６ページ目のその他の２つ目の○でございますけれども、各省庁における文書管理に関す

る専門的知見の活用という御意見がございました。これは法案を検討した有識者会議の中でも議論

があったところでございまして、最終報告にもその旨の記述がありますので、それを踏まえまして、

このガイドラインにもこのような記述をさせていただきたいと思ってございます。  

 次に「第３ 作成」でございます。 

 文書主義の原則のところで、やはりこれは非常に重要な規定であるということで、「法４条の規

定に基づき」ということを明記すべきという御意見が各省からありましたものですから、追加をさ
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せていただいてございます。 

 ９ページ目でございます。ツイッターにつきましては、前回の議論を踏まえまして、８ページ目

の下に追加させていただいたところでございますけれども、電子メールにつきましても、その取扱

いを明記すべきという御意見をいただきましたので、例えば他の行政機関に対する連絡、審議会等

や懇談会等のメンバーに対する連絡を電子メールを用いて行った場合は、適切な媒体により行政文

書として適切に保存することが必要であるという文言を追加させていただきました。  

 また、９ページ目の中ほどでございますけれども、審議会等や懇談会等の発言者名を除いた議事

録のみが行政文書になるのは問題であるという御意見をいただきました。別表第１に、審議会等や

懇談会等について多くの記述が出てまいりますが、そのような議事録については、発言者名を記載

した議事録を作成する必要があるということで、ここで記述をさせていただきました。  

 10 ページ目は、委託事業に関しまして、必要な文書の取得ということは原案にも書かせていただ

いたところでございますけれども、仕様書に明記すべきという御意見を踏まえまして、それを明記

したところでございます。 

 12 ページ目は、既に第１で定義済みでございましたので、括弧は取っているということでござい

ます。 

 14 ページ目は、分冊表示について、より具体的な提案をいただきましたので、それを明記したと

いうことでございます。 

 16 ページ目は、名称の設定のところで、これも具体的な御提案がありましたので、このように記

述をさせていただきました。 

 20、21 ページ目「第５ 保存」でございます。  

 これも具体的な御提案ということで、行政文書ファイル等につきまして、所在管理のための識別

番号の付与という御提案がございましたので、明記させていただいたのと同時に、括弧の中でただ

し書きの文言がありますけれども、ここは他の記述と平仄をとったという修正でございます。  

 23 ページ目、保存要領の例でございます。ここにつきましては、各省意見の中でもう少し具体的

に記述すべきであるということで、長期に保存する電子文書についての記述をこのようにさせてい

ただいたところでございます。 

 また、23 ページ目の一番下でございますけれども、集中管理の条件として円滑な利用の確保があ

るのではないかという御意見があったものですから、それについて明記をさせていただきました。 

 26、27 ページ目は技術的修正でございまして、例えば文書とファイルを丁寧に書き分けたとい

うことでございます。 

 28 ページ目も同様でございます。 

 31 ページ目につきましては、政令の修正に合わせて修正したものでございます。  

 32 ページ目につきましては、どこに移管という話でございますけれども、これは宮内庁あるいは

外務省からの意見を踏まえまして、括弧の中を付け加えたということでございます。  

 33 ページ目も政令の修正に伴うものでございます。 

 35 ページ目は、紛失以外の例えば誤廃棄もあるということも踏まえまして、ここは「紛失等」と
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させていただきました。 

 37 ページ目も同様でございます。 

 40 ページ目につきましては、技術的修正でございます。  

 そのほか、別表第１に関しましても、先ほどの政令の別表の修正に伴いまして、所要の修正をさ

せていただいているところでございます。 

 以上、別表第１までの御説明でございました。 

○岡本公文書管理課参事官 それでは、引き続きまして、別表第２につきまして御説明を申し上げ

ます。69 ページからでございますけれども、各省の意見を踏まえまして、修正等を行っているとこ

ろであります。 

 まず、69 ページの右下「二 条約その他の国際約束の締結及びその経緯」に関しまして、右の方

で「移管（経済協力関係等で定型化し、重要性がないものは除く）」としておりますけれども、経

済協力関係等国際約束の多くは定型のものがありまして、一律にすべての国際約束を移管すること

は合理的ではないというコメントを踏まえて修正をしておるものであります。  

 三から十三までの主な修正は別表第１での修正を受けたものであります。  

 十四は「（一の項から十三の項までの第二欄に掲げる業務に係るものを除く）」としたことを受け

て、右の方を「廃棄」としておるところでございます。  

 76 ページでありますけれども、先ほど追加になりました各府省の文書の管理に関する事項につき

まして、文書の管理についての取扱いでございますが、内閣府の方で各府省からの報告を含めまし

て、すべて一覧性のあるファイルを保存することとしておりますので、各府省の分につきましては、

保存期間が満了したものについて廃棄ということとなります。  

 注の②といたしまして、廃棄とされているものであっても、①の基本的な考え方に照らして「国

家・社会として記録を共有すべき歴史的に重要な政策事項であって、社会的な影響が大きく政府全

体として対応し、その教訓が将来に活かされるような以下の」ということで、阪神・淡路大震災等

を列挙しています。尾崎護さんが座長を務めた第２次官房長官懇談会の報告書等を踏まえまして、

内閣総理大臣決定で「公文書等の適切な保存のための特定の国政上の重要事項等の視点について」

というものがございまして、これを今後どのように取り扱うかということが各省の方から問い合わ

せがあったことを受けて、新制度においても、引き続きこのようなものに関しては、前の規定に関

わらず、事項として丸ごと保存するということとしたいということであります。  

 77 ページの③移管につきましては、当該業務を主管する課室等の文書管理者において行うものと

しております。 

 （２）といたしまして、これも先ほど申し上げた平成 19 年の取り決めと同じ時期に行っている

「定期的に作成される行政文書の移管について」という各行政機関及び会計検査院への通知がござ

いますけれども、これを踏まえた修正でございまして、いわゆる予算・決算、組織・定員といった

ものを今回追加しておりますが、こういった制度官庁がいろいろやりとりをやっているものにつき

ましては、制度官庁から文書をいただくということでありまして、その例示を追加しておるという

ことであります。 
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 国際会議のところは、先ほどコメントさせていただいたとおり「重要な国際的意思決定が行われ

た会議」としております。 

 その他のところで追加の事項といたしまして、広報資料と大臣等の事務引継書というものを追加

しております。 

 注として、移管については、当該業務を主管する課室等の文書管理者において行うものとすると

いうことを追加しております。 

 以上が別表第２の御説明でありました。 

○御厨委員長 それでは、ただ今資料４までの御説明をいただいたところでありますけれども、御

質問等がありましたらお願いをいたしたいと思います。いかがでございましょうか。  

 三輪委員、どうぞ。 

○三輪委員長代理 最後に御説明いただいたところで、別表第２に関するものなんですけれども、

例えば 71 ページの十一番のところで「許認可等に関する重要な経緯」など「重要な」という文言

がかなり出てまいります。 

 それから、先ほど外交文書の中でも「重要な」という話がありました。70 ページに「重要性がな

いものは除く」ということがありまして、確かにそれは理屈の上ではそれでいいと思うのですけれ

ども、では重要かどうかという判断基準はだれがどう決めるのかというところが釈然としなくて、

恣意的に重要か、重要でないかということが判断できてしまう可能性があるのではないかというこ

とを危惧いたしまして、最後 77 ページにも同じようなことが書いてありますので、その辺りのと

ころを御検討いただければと思います。  

 加えて、同じ話なんですけれども、77 ページの業務の２番目に「国際会議」というのがありまし

て「閣僚が出席した会議等のうち重要な国際的意思決定が行われた会議に関する」とありますが、

閣僚が出席するような会議というのは重要な会議ではないのかということを疑問に感じたので、併

せて御検討いただければと思います。 

 以上です。 

○御厨委員長 それでは、事務局の方からお答えをお願いいたします。  

○岡本公文書管理課参事官 御指摘のとおりでありますけれども、具体的にどのようなものかとい

うのは、各館、実際は国立公文書館等の長が決めるということになろうかと思いますが、それをど

ういう形でやっていくのかということにつきましては、また今後検討されていくものと思っており

ます。 

○御厨委員長 では、三宅委員、よろしくお願いします。  

○三宅委員 今のことに関連してですけれども、法律４条の文書の作成義務のところでは「経緯」

としか書いていないですね。「重要な」という要件はないから、文書の作成・保存については経緯

全般が当たるわけで、そのうち保存期間満了時の措置の設定基準のところで「重要な」という形に

なると、それは今、おっしゃった歴史資料として重要な公文書その他の文書という要件のところで

「重要な」という要件が過重されているから、設定基準の方で「重要な」という形のものが入って

いるということですか。そこの法律との関係です。  
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○岡本公文書管理課参事官 そのとおりであります。  

○三宅委員 そのことを少し基本的な考え方のところで書いておいた方がいいかもしれませんね。

つまり、重要性の判断というのは極めて裁量的なものになるから、これが重要でないといったら、

どんどん捨てられるとうがった見方をすればそういうことになるけれども、作成経緯の観点から

「経緯」を入れたということは、まず作った段階、入手した段階でどういうものかわからないが、

とにかく意思決定過程までをきっちりフォローしておくことで、将来保存期間が来たときに、時間

が経ってもう一度見直すときに、まずなければいけないという形になるわけで、そのなければいけ

ないものがないと困るから、当然４条では「経緯」としか書いていないわけだと思うんです。  

でも、それを全部残しておくと、それはパンクすることにもなるかもしれないので、何年か経っ

て見直したときに、ここはまとめて文書としてきちんと保存されれば、その他のものは要らないな

という形で精査されることはあり得るわけだから、そこのことを少しきめ細かく書いておいた方が、

今、おっしゃったところの裁量でどんどん捨てていいという話にはならないと思うので、69 ページ

の「１ 基本的な考え方」を少し膨らませる必要があるのではないかと思います。  

どう膨らませるかは、事務局でお願いしたいと思います。１つの意見でございます。  

○御厨委員長 事務局からお願いします。 

○岡本公文書管理課参事官 私どもの中では、全くずれはございませんので、ちょっと考えさせて

いただきたいと思います。 

○御厨委員長 わかりました。 

 他の委員の方、石原委員、どうぞ。 

○石原委員 法律の８条第２項について、関連してお伺いしたいんですが、これは施行令が適切か、

あるいはガイドラインが適切かは、私は法律の素人でありますのでよくわかりませんが、行政機関

の長は保存期間が満了した行政文書ファイル等を廃棄しようとするときは、内閣総理大臣の事前の

同意が必要であり、同意が得られないときは新たに保存期間等を設定し直さなければならないとあ

ります。 

同意が得られない場合は、各行政機関の書庫に戻すことになると思うんですが、こうした文書は

独立行政法人国立公文書館が将来的に運営しようとしている中間書庫に引き継ぐようにしたらい

かがでしょうか。行政機関の長は、一度は廃棄と判断するわけですから、もう必要はないはずです。

内閣総理大臣の同意が得られなかったといっても、また元の書庫に戻すのは、行政機関にとっては

負担になると思います。その負担を国立公文書館の中間保管庫が肩代わりをするという方法であり

ます。 

 内閣総理大臣が当該文書の廃棄に同意しないのは、可能性として、それが将来的に歴史的、文化

的に重要であり、保存価値があるかもしれないと判断をするのが理由だと思います。これを保存す

るか、廃棄するか、判断が難しいから、判断を中止して、ちょっとの間別のところに置いて判断し

ようという方法でありますから、これこそ欧米で施行されているレコードセンター、中間書庫の本

来的な意義ではないかなと思います。 

 法律には中間書庫の明記はございませんけれども、施行令かあるいはガイドライン、できれば施
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行令がいいと思うんですが、書き入れることを検討していただければありがたいと思います。文書

管理規則に個々に書き入れるよりは、政令で一括して書いておく方が、効率的あるいは効果的にも

よいのではないかと思います。これが中間書庫に対する意見であります。  

 もう一つ、ガイドラインについて、レコードマネージャーとアーキビストの確保ということをう

たってありますが、文書管理、レコードマネージメントあるいは公文書館の制度について、レコー

ドマネージャーとアーキビストというのは必須のアイテムでありまして、できれば確保したいとい

うレベルではないと思います。有識者会議の報告書でも、レコードマネージャーとアーキビストの

確保のことは大変明瞭にうたってありましたので、ここも更に充実した書き方が必要ではないかと

思います。公文書管理法には触れられておりませんので、是非それを包む意味で、ガイドラインあ

るいは施行令で記入していただきたいと思います。  

 長くなってすみません。３つ目なんですが、前回の会議のときに、保存期間の延長の上限を設け

てはと提案をいたしましたが、これについてやはりもう一度事務局の方から御回答いただければと

思います。 

 以上です。 

○御厨委員長 それでは、今、３つほど御意見、御質問が出たようでございますので、事務局の方

からよろしくお願いいたします。 

○岡本公文書管理課参事官 １番目の８条２項の関係でありますけれども、先ほど石原委員から、

廃棄された文書だから、それを受け取ったらいいという話がありましたが、国立公文書館法の改正

を今回公文書管理法の中で行っておりまして、国立公文書館の業務といたしまして、いわゆる移管

を受ける特定歴史公文書等については、本来業務として中間書庫的な機能を発揮できるように規定

をしておるということであります。 

 それから、いわゆる目的外業務、第３項は余力がある範囲でということでありますけれども、行

政機関からの委託を受けて、取扱いが未決のものについては、国立公文書館の方で保存を行うこと

ができると、法律上規定があります。したがいまして、政令で措置するまでもなく、法律の規定上

はできるということを申し上げておきたいということであります。  

 ２点目は、レコードマネージャー、アーキビストについてコメントをいただいたということで、

基本的には応援メッセージと受け止めてよろしいんですね。  

○石原委員 はい。 

○岡本公文書管理課参事官 ３点目につきましては、いわゆる延長の上限の話でありますけれども、

これにつきましては、中に入れてありまして、例えば、資料３の５ページの２のところです。「そ

の必要な限度において、一定の期間を定めて」としておるところと、ガイドラインの 33 ページの

右下に、同じように「必要な限度において」ということで明記をさせていただいておるということ

であります。 

 こちらを延長する場合、延長する期間及びその延長の理由を内閣総理大臣に対して報告をきちん

としていただくことによって透明化をしまして、要はチェックをしていくということを考えており

ます。 
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○御厨委員長 石原委員、よろしゅうございますか。  

○石原委員 この「必要な限度に応じて」というのは、私が勤務する神奈川県でも同じでありまし

て、ただ、これがやはり必要であるか、必要でないかというのは、かなり部局によっても判断が異

なってきております。極端な話では、戦前の文書もまだ現用として保管されていたということがか

つてはございました。 

私はそれを何とか実務的に解消したいということでありまして、神奈川県ではまだ延長の上限を

定めるということは実現しておりませんが、たまたまイギリスの国立公文書館の制度を見る機会が

ありましたが、イギリスの場合は 70 年の上限があると思います。  

ここで必要な限りにおいてというのは、実務的には十分理解しているつもりなんですが、例えば

70 年あるいは 60 年とか、具体的に数字を入れるのは難しいことなんでしょうか。  

○岡本公文書管理課参事官 まさに具体的に数字を入れてみましたというのが、33 ページです。先

ほどは申し上げませんけれども、続きの部分でありまして、「内閣府は、例えば、職務遂行上の必

要性が乏しいにもかかわらず、当該保存期間を延長した場合の延長後の保存期間が通算で 60 年を

超える場合など、その延長期間、理由に合理性がないと考えられる場合は、改善を求めることがで

きる。」としておりまして、要は 60 年という目安をここで明記させていただいたということであり

ます。 

○御厨委員長 ということだそうでございます。 

 それでは、他の委員の方からいかがでございましょうか。三宅委員、どうぞ。  

○三宅委員 １点は確認ですが、資料４の９ページの赤い○が付いている下の方ですが、審議会や

懇談会等の議事録についてということで、発言者名を記載した議事録を作成する必要がある。これ

は文書の作成に関して、意思決定に至る過程と行政機関の事務事業の実績を合理的に跡付け、検証

することができるようとあります。これは詰まるところ、まず議事録を作るときに、発言者名のな

い議事録を作るかどうかということを議論するのではなく、発言者名は記載した議事録を作ります

ということをはっきりさせるという趣旨ですね。 

仮にもしも発言者名を開示することによって、行政運用上極めて重要な支障が出るという場合で

あれば、これは情報公開法の非開示情報に該当して、発言者名のところだけ黒塗りにマスキングを

して、そういうものが開示されるという運用になるけれども、本来最初から発言者名のない議事録

を記載することにはならないという趣旨を確認したものだということでよろしいでしょうか。  

 もう一点なんですが、文書の管理について新たに規定が設けられていて、文書の管理に関するも

のとして 30 年ということで、例えばガイドラインだと 67～68 ページにかけて、文書の管理につい

て、行政文書ファイル管理簿は常用、決算文書の管理を行うための帳簿は 30 年、行政文書ファイ

ル等の移管、廃棄の情報が記録された帳簿については 30 年ということなんですが、わからないの

でここも質問なんですが、文書管理規定そのものはどこに該当して保存期間が定められるのかとい

うことを教えてください。 

 と申しますのは、実は情報公開で不存在になったということで争っているケースで、不存在なら

いつ不存在になったのか。そのときの時代の文書管理規定を開示請求したら、文書管理規定そのも
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のも廃棄しているので、その時代にどういう保管状況になっていたかということを推認することす

らできないという事態に陥ってしまいまして、文書管理規定は、おそらくこれから作る文書につい

ては、このレコードスケジュールに則って全部いくと思うんですけれども、今までの文書はどうい

う状態になっているかということを推測するためには、その時点における文書管理規定というのが

残っていないと推測することができないのではないかということをその問題に出くわして思いま

した。 

 そこで、今日特に文書に関する事項について改めて明記されているので、今の点についてどうい

う取扱いになるのかについて説明をしていただければと思います。  

○御厨委員長 では、今の２点に関してお願いします。  

○七條公文書管理検討室企画官 ２点御質問、確認などをいただきました。  

 １点目の発言者名につきましては、先生が御指摘のとおりでございます。  

 ２点目の文書に関する帳簿の関係でございますけれども、今、活きている現用の文書の現況につ

いて見ることができるというのが行政文書ファイル管理簿ということで、これについては加除訂正

されながら、ずっと続いていくということで常用にしてございます。  

 その一方で、ある年度に移管され、廃棄されたものについては、その当該年度、例えば「移管・

廃棄簿（2011 年度）」という形で、おそらく整理されていくんだと思いますけれども、それについ

ては保存期間を長めにとって 30 年とさせていただいてございます。 

 そのほかの帳簿につきまして、現行の帳簿の保存期間なども考慮いたしまして、ここに書いてあ

るような保存期間とさせていただいてございます。  

行政文書管理規則でございますけれども、これは法形式的には訓令ということになりますので、

保存期間は 10 年ということでございます。ただし、これは 73 ページの別表第２の移管基準の方に

書いてございますが、行政文書管理規則は重要であるものの例示といたしまして、移管すべきもの

という位置づけにさせていただいてございます。 

以上でございます。 

○御厨委員長 それでは、他の委員、いかがでございますか。  

では、杉本委員、どうぞ。 

○杉本委員 インプリメンテーションに関する質問です。この後の資料６に、これからの流れのイ

メージをいただいています。資料４のガイドライン案を基に各府省で実際の管理規定を作られるこ

とになると思います。このガイドラインもかなり制度的な部分から、実際のファイル管理簿をどう

するかといったかなり具体的なところまで、かなり幅広くとらえられていると思います。管理規則

を実際に作ろうとすると、実際にどういうファイル管理のシステムを使っているかとか、かなり流

動的な部分も含まれてくるかと思いますが、例えば一元的管理文書システムを今はまだ使っていな

いけれども、これから使っていきたいといった状況にある府省もあるかと思います。実際に管理規

定をこれからチェックをするという段階で、どんなステップで管理規定のチェックが進んでいくこ

とになるのかを少し教えていただけるとありがたいです。  

○御厨委員長 では、事務局の方からよろしくお願いします。  
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○福井公文書管理課長 法規としての文書管理規定をチェックしていくイメージがついているの

ですが、実際に動かす中との関係というところは、なかなか物を見てみないとイメージがつかない

なと思っているところもございまして、その辺りのチェックの仕方は、また杉本委員とも御相談さ

せていただきながら、進めさせていただければと思っておるんですが、いかがでしょうか。  

○杉本委員 了解しました。 

○御厨委員長 それでは、他の委員、いかがですか。  

 野口委員、どうぞ。 

○野口委員 基本的には意見はないので、控えていようかと思ったんですけれども、１点。  

資料４の 76 ページ、今回入ったと御説明のあった②というところです。国家・社会として記録

を共有すべき歴史的に重要な政策事項について、そのカテゴリーごとに残しておくような仕組みと

いうのが重要なんだというところは、非常に大切なところだと思いますので、願わくば、具体的に

これがどういうところで政策決定されていくのかを示していただけたらどうかと。所管庁において、

例えばこういう分野の情報はどうだろう、これは各省庁をまたがって残しておいた方がいいのでは

ないか、という意見を上げていくような努力をしましょうとか、上からそういう決定が下ってきた

ときにはそれに従い情報の保存につなげていきましょうといったように、具体的なプロセスについ

て少し明言があると、これが活かされていくのではないかという気がいたしました。感想めいた要

望ということになります。 

○御厨委員長 今の野口委員の御発言を受けて、事務局の方から何か御発言はございますか。  

○福井公文書管理課長 具体的なプロセスについては、また考えていきたいと思っているのですが、

基本的に実は国立公文書館法を基にします従来の法体系ですと、すべて各省庁とも御相談をしなけ

ればいけないという形になっていたんですが、今回、公文書管理法が施行されますと、内閣総理大

臣の方からこういうものがあるから残しておいてくれという一方的な通知というと語弊があるの

ですが、お願いをしていくような格好になっていくのかなと思っております。  

○御厨委員長 三宅委員、どうぞ。 

○三宅委員 今の点に関連してですが、例えば内閣府とか各省庁に時限を決めて対策本部ができま

すね。その対策本部の時限を決めて、その時が来たら、本部自体がなくなるものがあります。例え

ば私の関連しているものでいえば、司法制度改革推進本部というのは既になくなって、それについ

ての文書自体は、なかなか残しておく手立てがなかったということで、なくなったということを聞

いています。 

これは今の 76 ページの関連で言うと、そういう時限を決めた対策本部のようなものは、丸ごと

組織がなくなるわけですから、文書管理規定とかいろいろ決めていても、組織本体がなくなってい

くわけなので、おそらくここだと、そういうところで閣議にかかったり、法制定の関連のところで

個別に適用されていくわけだと思うんですが、一まとめに 76ページの注②にうまく当てはめれば、

時限で区切ってなくなるものについては、そのまま国立公文書館に移管できるような手立てがうま

くあると、組織をなくすときに事務方は楽なのではないかと思うんです。その辺りは何か工夫でき

ませんでしょうか。 
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 それともう一点は、先ほどのことに関連したところなんですが、行政文書ファイル管理簿が常用

だということで、現に使われている時点での文書ファイルはこういうものがありますというのはあ

りますが、そこから廃棄されたものについては、ファイル等の廃棄の状況が記録された帳簿の方に

移るのでしょうか。そこだけお願いします。  

つまり、なくなったという事実は 30 年を経過すると、なくなったという事実もなくなるのでし

ょうか。行政文書ファイル管理簿で常用だったというものは、いつなくなったということもわかる

ようにするには、常用という意味の中に廃棄何年というのがずっと永年で続いていく方がはっきり

するのではないかと思うんです。十二のロの適用になると、なくなって 30 年経ったら、なくなっ

たものもどうなるかわからないということになるのか、そこのところも併せてお願いします。  

○岡本公文書管理課参事官 それでは、１点目につきましてお答えしたいと思います。  

 まず、司法制度調査会と具体的なお名前がありましたけれども、基本的にいわゆる内閣府に置か

れるようなプロジェクトチームについて、どのような取扱いをすべきかという点でございますが、

資料４の 21 ページ「引継手続き」の２つ目の○です。府省の枠を超えたプロジェクトチームの文

書については、とりわけ散逸の恐れが高いことから、チームの解散後、管理主体を明確にした上で

当該プロジェクトチームが置かれた行政機関が引き続き管理するか、あるいは、業務上最も関係の

深い行政機関に移管するかなど、独立行政法人国立公文書館が運営する中間書庫に引き継ぐことも

考えられるということであります。 

先ほどのところに、内閣府にこのプロジェクトチームというのはすごくいっぱい置かれておりま

して、それが 76 ページの②のカテゴリー、かなりこれは大きな大玉と言えるようなものだと思う

んですが、それにすべて該当するのかというと、必ずしもそうではないのではないかと考えられる

ところでありますけれども、まずは引き継ぎする組織があるのかないのか。ない場合につきまして

は、国立公文書館の中間書庫の方で一旦引き取って、そこで選別をするということを行って、歴史

的に重要なものを残していくということを考えております。それが１点目のお答えです。  

○七條公文書管理検討室企画官 現行の行政文書ファイル管理簿は、実は移管又は廃棄をした後、

その記載を５年間だけ残すという取扱いになってございます。したがって、ある意味活きているも

のと、もうなくなってしまったもの、あるいは国立公文書館に移管されたものが混在している。し

たがって、見にくいという御意見もございました。したがって、今回では、活きているものについ

ては行政文書ファイル管理簿、そして移管されたか、廃棄されたかの帳簿ということで移管・廃棄

簿に整理したという思想でございます。  

今まではそういった意味で、５年間しか管理簿に残っていなかったものにつきまして、今回は移

管や廃棄の記録を 30 年という保存期間にするという仕組みとさせていただいているところでござ

います。 

○御厨委員長 三宅委員、どうぞ。 

○三宅委員 ということは、廃棄については、廃棄されて 30 年経ったものは記録上も消えていく

ということになるわけですか。そこが私の聞きたいところです。  

○七條公文書管理検討室企画官 原案は、別表第２の方で廃棄となってございますので、消えてい
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くという原案ではございます。 

○御厨委員長 三宅さん、いかがですか。 

○三宅委員 今のところは、文書がなくなったという記録は、ずっと残していただきたいなという

気があるんですよ。つまり、一時期重要だったということだと思うんですが、それがいつなくなっ

たのかというのは、30 年ありますけれども、30 年経った後、それが例えば国立公文書館に移管さ

れるという手続きであれば、廃棄された帳簿自体が移管されるということで、それは記録として残

ると思うんですが、その帳簿自体が 30年保存で廃棄ということが決まっていると、30年経ったら、

30 年前に廃棄された文書は歴史上消えていくわけですが、でも、過去にこういう文書があったとい

うこと自体はずっと残しておいた方が、歴史学者にとってはいいのではないでしょうか。  

○御厨委員長 難しいところですけれども、今、おっしゃったことはよくわかります。しかし、な

くなってしまった文書名だけがあって、それで文書はないんですね。これは歴史家というよりは、

作家とか小説家はこういうものがあった方が、いろいろ構想が膨らんでいいような気がするんです

が、我々歴史家はそれ以上攻めようがないですよ。  

 そこはどちらがいいかというのは、私の感じから言っても、ちょっと難しいところですね。  

 石原委員、どうぞ。 

○石原委員 今の議論を伺っていて思いつきました。例えば 100 年前の公文書が残されているとき

というのは、完全な形で残されているというのは非常にまれなケースで、一部しか残されていない。

我々が目にできるものは、その一部である。その一部は、かつて 100 年前は、全体的な体系の中で、

つまり文書管理規定の中に相当するものの中で、オリジナルの形をとどめていたわけですから、三

宅委員がおっしゃるように、何とかして元の形の情報は是非残していただきたい。完全なものはな

かなか難しいかもしれませんけれども、それこそ残された文書がかつてどうあったかということを

証明する文書であると思われます。 

 以上、感想です。 

○御厨委員長 特に他に何かございますでしょうか。これはなかなか結論が出る問題ではないよう

な気がしますが、一応こういう様々な意見が出たということを前提にしていただきたいと思うんで

すけれども、他に委員の皆様から御意見はございますか。  

 特になければ、ただ今ずっと各委員の皆様からいただきました御意見はいろいろあるんですけれ

ども、それを踏まえて、この施行令案については、今後法制化を図るために、政府の検討過程に移

行することにしたいと思います。その検討過程には、改めて国民の皆さんからの意見募集も入って

くると聞いておりますし、当委員会には、法令案として整理いただいた後に、諮問を受けるという

形になると存じます。 

 また、次回委員会において、今どこまで進んでいるか状況報告を伺うことにしたいと考えており

ます。 

 それから、ガイドライン案につきましては、今、いただきました御意見を踏まえて、必要な修正

を行います。しかし、ほぼ御意見が出たものと考えまして、委員会として、これを一応了承して、

これに基づいて、各府省にこれから作業をお願いするという次の段取りに入りたいと考えておりま
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すが、委員の皆様いかがでしょうか。それでよろしゅうございましょうか。  

（「はい」と声あり） 

○御厨委員長 それでは、最終的なとりまとめは私に御一任を願うことになりますが、内閣府から

各府省に対して、この案に基づいて、各府省のいわゆる文書管理規則案の作成をお願いいたします。

できれば次回あるいは次々回の委員会において御説明をいただいて、審議をお願いしたいと考えま

す。この点、よろしくお願いしたいと存じます。 

 次は、国立公文書館等の利用等規則に関するガイドラインの検討素案について御審議をお願いい

たします。 

 まず、事務局の方から説明をよろしくお願いいたします。  

○岡本公文書管理課参事官 それでは、資料５「特定歴史公文書等の保存、利用及び廃棄に関する

ガイドライン（検討素案）」につきまして御説明申し上げます。  

 このガイドラインは、国立公文書館等が適切に利用等規則を制定できるよう、内閣府が国立公文

書館等に対し、指針として示すものであります。 

 公文書管理法上、国立公文書館等における利用等規則の制定に当たりましては、内閣府への協議

とその同意が義務づけられているところであります。この同意に際しましては、こちらの公文書管

理委員会への諮問が必要とされているということでありまして、このため、委員会における利用等

規則の審査を円滑に進めるために、あらかじめ規則の作成指針でありますところのガイドラインに

つきまして御審議をいただくものであります。  

 ２ページでありますけれども、利用等規則のひな形といたしまして、目次として総則から始まり

ますこんな形ということでお示しをしたものがございます。こちらの利用等規則は、保存と利用が

大きな２大柱ということになっておりまして、それにつきまして詳しく記述がなされているという

ことであります。 

 このページの一番下のところに書いてございますけれども、規則の制定に当たっては、本ガイド

ラインを踏まえるとともに、施設において取扱う特定歴史公文書等の種類、施設の規模、体制等を

考慮する必要があるということで、例えば、利用の際の提供方法についてメニューをお示しするわ

けですが、この中から各館において実施可能なものを選んで、それを選択肢として利用者に提示す

るという形をとっていただくことがあるということであります。  

 内容の方に入ってまいります。 

 ３ページは飛ばさせていただきまして、４ページ目、保存の中の「第１節 受入れ」であります。  

 まずは、館は、保存期間が満了したときに館に移管する措置が設定されている特定歴史公文書等

でありますけれども、保存期間が満了した日から可能な限り早い時期に受入れの日を設定し、当該

歴史公文書等を受入れるものとするということでありまして、受入れの際の手続きについては（２）

に書いてありますけれども、 

①くん蒸その他の必要な措置。 

②識別番号を付与すること。 

③は後で詳しく申し上げますが、事前審査という新しい制度を導入します。  
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④目録を作成する。 

 こういったことを行って、原則として受入れから１年以内に排架をするということとしておりま

す。 

 寄贈・寄託に関しまして、今回公文書管理法において受入れ対象文書の範囲が拡大いたしまして、

法人、個人からの寄贈・寄託ができることになったわけですけれども、そういったものについては

Ｂ－２での受入れということになります。 

 Ｂ－３といたしまして、受入れに当たりましては、著作物が含まれる場合がありますので、著作

権処理をきちんと行っておくこととしております。  

 ５ページ目にまいりまして、今回の１つの目玉といたしまして、なるべく早く利用者に利用して

いただいたり、あるいはインターネットによる公開といったことを積極的に行う上で、利用制限事

由の該当性の事前審査という制度を導入したいということであります。これは利用頻度が高いこと

が予想される特定歴史公文書等について、利用制限の有無につきまして、事前に該当性の審査を行

って、速やかに利用に供せるようにしておくことということであります。  

 カテゴリー分けとしては３つぐらいを考えておりまして、全部利用、一部利用、利用不可といっ

た３つのカテゴリーになるべく早く計画的に事前審査で振分けを行っていくということでありま

して、こういったものを済ませておくことによりまして、利用請求への対応をなるべく早くやって

いく。インターネット利用に積極的に提供していくといったことを行っていく。あるいは複製物の

作成を計画的にやる上でも必要なのだということであります。  

 次に、保存の方法ということで、７ページにまいります。  

 公文書管理法にありますように、特定歴史公文書等を受け入れる国立公文書館等におきましては、

専用書庫において永久保存を行うということであります。  

 Ｂ－４の（２）でありますけれども、温度、湿度、照度等を適切に管理するとともに、防犯、防

災、防虫等のために適切な措置を講ずるものとするということであります。  

 （３）といたしましては、電磁的記録につきましては、媒体変化その他の必要な措置を講ずるこ

ととするということであります。 

 複製物につきましては、利用頻度が高いものについて積極的に複製物をつくっていくということ

になろうかと思います。これを計画的に行っていくということであります。  

 また、個人情報漏えい防止のために必要な措置を取ることや、目録を作成するということでござ

いますけれども、具体的に定める事項といたしましては、Ｂ－７の（１）の①から並んでいる事項

について定めるということでありまして、この目録につきましては、８ページの（３）にあります

が、閲覧室に備え付けておくとともに、インターネットの利用等により公表していくということで

ありまして、具体的に永久保存ということで、原則を留意事項の方に書いておりますけれども、Ｉ

ＣＡの基準とか、国宝重要文化財の公開に関する取扱要領など、温湿度、照明、消火設備、清掃の

徹底といったことをきちんと行っていける施設ということであります。  

 具体的な目録はどんな形になるのかというのは 10 ページ目にあります。「目録の記載例」という

ことでありますけれども、名称から始まりまして、分類、受入方法、移管省庁、移管年度、保存場
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所、媒体、識別番号、利用可能な複製物、利用制限、作成部局、作成年月日ということで、例えば

ここにあります利用可能な複製物ということで、デジタル画像、インターネットにより利用可能と

いうことでありましたら、利用請求をしなくてもインターネット上ですぐ確認できるということで、

利用者にもそのような旨がわかるように記載をしていくということになります。  

 次に、11 ページの「利用の請求」のところに入ってまいります。  

 特定歴史公文書等の利用請求につきましては、このようなＣ－１の事項について、様式を定めて、

様式に記入をしていただいて、利用請求をしていただくということであります。  

 具体的な利用請求書のイメージは、38 ページの次のページに様式を書いておりますので、御覧に

なっていただければと思います。 

別添１「特定歴史公文書等利用請求書」ということでありまして、１つに定める識別番号、目録

に記載された特定歴史公文書等の名称を記入していただいて、利用方法とか写しが必要な場合には、

写しの作成方法についてもこのペーパーで一度に記入をしていただくことが可能な形にしており

ます。 

 この利用請求書につきましては、閲覧室に備え付けておくとともに、インターネットの利用等に

より公表するということでありまして、その利用請求書の提出方法は、（３）にありますように３

通りあります。閲覧室の受付に提出する方法と館に郵送いただく方法とインターネット環境で情報

通信技術を用いて館に送信する方法の３つの方式が取り得るということでありまして、郵送とイン

ターネット環境による送信につきましては、館に利用請求書が到達した時点での請求がなされた、

いわゆる到達主義をとるということでありまして、不備がある場合には補正をしていただくという

ことであります。 

 利用請求の取扱いにつきましては、法律にも書いてありますけれども、利用制限事由に該当する

もの以外につきましては、利用に供するものということとしております。  

 寄贈・寄託に関しましては、寄贈・寄託者との関係で、一定期間を限って公にしない期間を定め

ることができるようにしておりますので、その期間が経過した後のものということであります。  

 それから、原本が破損するおそれのあるもの等につきましては、原本は無理なんですが、写しを

利用していただくような形になろうかと思います。  

 （２）といたしまして、館は、利用請求に係る特定歴史公文書等が利用制限事由に該当するかど

うかの判断に当たりまして、２つの視点ということで、１つは、その文書が作成又は取得されてか

らの時の経過を考慮するとともに、当該特定歴史公文書等に法８条３項は行政文書に関して、11

条５項は法人文書に関して、規定により意見が付されている場合には、当該意見を参酌するという

こととしております。 

 利用制限事由該当性の審査でありますけれども、13 ページの○の３つ目でありますが、利用制限

事由に関する審査に当たっては、文書が作成されてからの時の経過とともに、移管元機関からの意

見が付されている場合には、その意見を参酌しなければならない。このうち、時の経過の判断に当

たっては、国際的な慣行である 30 年ルールをも踏まえる必要がある。なお、時の経過を踏まえて

行うこととされていることを踏まえれば、たとえ事前審査において利用制限ありとなった特定歴史
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公文書等に関しても、利用請求がなされた場合、又は一定期間経過後に再審査を行う必要があると

定めておりまして、ここに時の経過に関しまして、国際的な慣行でありますところの 30 年ルール

というものを明記いたしておるところであります。  

 14 ページ、部分利用でございます。  

 利用制限の部分を容易に区分して除くことができる場合には、部分利用ということが可能になっ

ておりまして、（２）にありますように、文書又は図面につきましては、いわゆる墨塗り方式を原

則といたしますけれども、利用者の同意がありましたら、いわゆる袋かけということで、ページを

被覆する方法によって利用していただくことを妨げないということとしております。  

 本人情報の取扱いと第三者に対する意見提出の付与等につきましては、法律あるいは政令に書い

てあるとおりでございますけれども、後ほど御覧になっていただければと思いますが、それぞれ様

式を定めておるところでございます。 

 18 ページ、利用決定ということでございます。  

 館は、利用請求があった場合には速やかにこれに係る処分についての決定をしなければならない

ということで、すぐ利用決定をするということでございます。ただし、利用制限事由の存否に係る

確認作業が必要な場合、その他の時間を要する事情がある場合は、利用請求があった日から 30 日

以内に利用決定するものとするということであります。  

 利用決定の中身でございますけれども、（２）の①として全部の利用を認めること、②として一

部の利用を認めないこと、③として全部の利用を認めないことという３パターンがあるということ

であります。 

 （３）といたしまして、館は、利用決定に関し、事務処理上の困難その他正当な利用があるとき

は、（１）の規定に関わらず、30 日に加えまして、＋30 日延長することができるということであり

ます。 

この事務処理上の困難、その他正当な理由があるときということでありますけれども、第三者意

見照会を複数行う場合とか、そういったケースが想定されているところであります。この場合にお

いて、館は利用請求者に対し、遅滞なく延長後の期間及び延長の理由を通知するものとするという

ことであります。 

現行はどのような形で国立公文書館に対して利用請求がされ、処理がされているかということを

統計的な数字で御紹介させていただきますと、平成 17 年～平成 21 年までの過去５年間、平均で年

間 1,656 件処理しておりますけれども、30 日以内で処理をしているのが 99％あるということでご

ざいます。 

 30～60 日が 0.8％ということで、全体の 99.8％につきましては 60 日以内で処理をされていると

いうことであります。 

 情報公開に関しまして、御参考までに申し上げますと、過去５年間で延長手続きをとらなかった

もので、情報公開法 10条第１項の取扱いにより、30日以内に開示決定がなされているものは 89.2％

ということで、約９割一応決定をされているところでございますけれども、国立公文書館につきま

しては 99％。60 日以内が＋0.8％で 99.8％ということであります。 
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 （４）といたしまして、特別に例外的なケースということで、大量請求に関するルールというこ

とでありますけれども、特定歴史公文書等はまさに国民の共通の知的資源ということでありますの

で、お一方だけが大量請求をして利用してしまうというのでは都合が悪いということでありまして、

ルールをつくっておくことが必要なのではないかということで定めるところでございます。  

 館は、利用請求に係る特定歴史公文書等が著しく大量であるため、利用請求があった日から 60

日以内にそのすべてについて利用決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれ

がある場合には、（１）及び（３）の規定に関わらず、利用請求に係る特定歴史公文書等のうちの

相当の部分につき当該期間内に利用決定をするということで、基本的には 60 日以内に相当部分に

ついては利用決定をするんだということでありますけれども、残りの部分については、相当の期間

内の利用決定することができるといたしております。  

 この特例を使う場合には、館は利用請求があった日の翌日から 30 日以内に、利用請求者に対し

て、次に掲げる事項ということで、①本規定を適用する旨及び理由、②残りの部分について利用決

定をする期限を書面により通知しなければならないということであります。  

 ここの部分については更に工夫をしておりまして、20 ページでございます。 

 ２つ目の○の「また」の第２パラグラフでありますけれども、この特例を適用する場合、館は、

利用請求者に対して処理の時期の見通しを通知する必要がある。少なくとも利用請求のあった特定

歴史公文書等のすべての処理を終了させる期限を示す必要があるが、これに加え、利用請求者の希

望があれば、利用請求のなされた特定歴史公文書等の分量に応じたスケジュールを示した上で、60

日ごとに分割して利用決定を行うことも検討する必要がある。いずれにせよ、利用請求者の便宜を

踏まえ、いつの段階でどの特定歴史公文書等に利用決定がなされるかについて、可能な限り具体的

な情報提供を行う必要があるということで、利用者本位の規定、取扱いにするような形にしておる

ところであります。 

 利用決定の通知につきましては、18 ページに記載がございます。 

利用の方法につきましては、22 ページであります。法律に基づく政令に書いておるところであり

ますけれども、電磁的利用については３つのパターンがあるということであります。  

 Ｃ－９閲覧の方法でございますけれども、閲覧は閲覧室で行うということであります。  

 （２）閲覧室における特定歴史公文書等の利用に関しては、別に定めるところによるとあります

が、24 ページに「閲覧の方法等」ということで、まず利用請求、閲覧自体には、公文書管理法の世

界ではお金は一切かかりません。写しの交付を御希望される場合には、実費負担ということになっ

ております。今回、他の利用者との関係がございますが、利用者がデジカメ等を活用して資料を撮

影するといったことも、館によっては可能にするような形にしておりまして、「閲覧の方法等」の

終わりの方に、特定歴史公文書等の利用に関しての手続き、特定歴史公文書等の取扱いということ

で、括弧書きの中に「利用者がカメラ等を用いて特定歴史公文書等を撮影する場合の留意点、特定

歴史公文書等の破損に関する利用者の責任等」といったことについて、閲覧方法について別に定め

るということでございます。 

 Ｃ－10 写しの交付の方法等でございますけれども、このメニューとしては、（２）の①と②とい
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う形でございます。これにつきましては手数料が生じるわけですが、手数料につきましては、Ｃ－

11 になりますが、納付の方法ということで、直接納入から始まりまして、郵便書留、銀行口座振り

込み、印紙による納付、印紙を貼ったものを郵送していただく方式ということで、郵送を選択され

る場合には郵便代も負担していただくということでありまして、前払いということでありますけれ

ども、館は、料金表を閲覧室に常時備え付けるとともに、インターネットの利用等により公表する

ということであります。 

 ここまでが利用請求のところでございましたけれども、Ｃ－12 からは異議申立てということで、

今回利用請求権という形になりまして、行政不服審査法に基づきまして異議申立てを行うことがで

きるようになっておりますけれども、その手続きにつきまして定めておりまして、基本的には公文

書管理委員会の諮問という形になりますが、情報公開審査会と同じような形の流れになるというこ

とでございます。 

 事務処理の日程的なものにつきましては、28 ページであります。諮問及び答申後の決定の迅速化

ということで、異議申立てがあった日から諮問するまでの間は遅くとも 30 日を超えないようにす

る。特段の事情がある場合についても 90 日を超えないようにする。 

 委員会から答申を受けた場合も、答申を受けてから決定するまでに遅くとも 30 日を超えないよ

うにするということで、特段の事情がない限りは遅くとも 60 日を越えないようにするということ

でございます。 

 29 ページに「事務処理の進行状況等」ということで、事務処理の透明性を確保するため、異議申

立人の求めに応じ、事務処理の進行状況、見通し等について回答するようにするということとして

おるところでございます。 

 次に、利用の促進ということで、ここまでが利用請求関連でございましたけれども、公文書管理

法は第 23 条に利用の促進ということで、利用請求によらなくても、館の方で特定歴史公文書等に

ついて、展示その他の方法により積極的に一般の利用に供するということとしておるところでござ

いますが、これを実現していくために「利用の促進」という項を設けておるところであります。  

 先ほど来申し上げてきた利用請求の手続きというのは、様式行為を伴いますし、いろいろと手続

きに時間がかかるということでございますけれども、先ほどの事前審査によって、少なくとも目録

上全部利用とされている特定歴史公文書等につきましては、インターネットの利用等によりまして

一般に広く公開することができるものであるということで、そういったものについては簡便な方法

でどんどん利用していただくということを考えておるというのがＣ－13 でございます。 

 Ｃ－14 は「展示会の開催等」ということでありまして、館が年度ごとに計画を定めた上で、展示

会の開催、館内の見学会その他の取組を行って、歴史公文書等の利用の促進に努めなければならな

いということであります。 

 Ｃ－15 は特定歴史公文書等を館の中に閉じ込めておくのではなくて、他の機関、例えば博物館、

美術館等も含めまして、学術研究、社会教育等の公共的目的を有する行事等において利用に供する

ために、特定歴史公文書等の貸し出しの申込みがあった場合には積極的に貸し出すということであ

ります。 
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 原本の特別利用にも対応するということでありまして、Ｃ－17 といたしまして、レファレンスの

対応もきちんとやっていくということであります。館は、特定歴史公文書等の効果的な利用を確保

するため、次に掲げるレファレンスを行うということでありまして、利用に関する情報の提供とか、

目録に関する情報の提供とか、いろいろ調べるのが大変なわけですけれども、検索方法に係る情報

の提供といったことをやるということであります。  

 32 ページの下の○の２番目なりますけれども、このレファレンス対応を行っていく上で、レファ

レンスを行うための知識は館の重要な資源であり、一部の担当者に偏って知識が蓄積されることが

ないように、日常業務の一環として明確に位置づけ、人事異動の際にもきちんと引き継ぎがなされ

るように、館としてしかるべき体制を整えなければならない。また、一部の在・不在にかかわらず

一定の内容の説明ができるように資料の充実にも努める必要があるという形にしておるところで

ございます。 

 33 ページは、移管元行政機関の利用、いわゆる行政利用に関するものでございます。  

 行政利用に関しましては、先ほど、閲覧については閲覧室による閲覧が原則としておるところで

すが、行政利用に関しましては特例を設けまして、（２）でありますけれども、１か月を限度とい

たしまして、館外への持ち出しを可能とするということであります。  

 34 ページ、利用時間及び休館日ということで、館の開館時間等を定めていくということでござい

ます。 

 留意事項の方でございますけれども、利用者の立場からいたしますと、現在、行政機関であった

り、独法でも、行政機関の営業日を基本としているかと思いますが、利用者サイドからしますと、

例えば土曜日、日曜日にも利用可能な施設であることが利便性にかなうことが容易に想定されるの

ではないか。したがって、体制、経費等を踏まえる必要がございますけれども、こうした土曜日、

日曜日の利用についても積極的に検討を行うことが望まれるということであります。  

 35 ページ、廃棄です。 

 廃棄につきましては、公文書管理法上、歴史資料として重要でなくなったと認める場合には、内

閣総理大臣に協議して、その同意を得て、特定歴史公文書等を廃棄できるという規定を定めており

ますけれども、そのメルクマールを今回定めるということであります。  

 メルクマールといたしまして、劣化が極限まで進展して、判読及び修復が不可能で利用できなく

なるという要件を定めるということであります。 

（２）廃棄を行った場合には、廃棄に関する記録を作成し、公表するものとする。  

廃棄に当たっての留意事項ということで、○の２番目、廃棄の実施方法につきましては、例えば

文書又は図画であれば溶解や焼却、電磁的記録であればデータの抹消等の措置が考えられるという

ことであります。 

36 ページ、研修の方でございます。これは館の職員の研修ということでございます。  

 まず、（１）といたしまして、歴史公文書等の適切な保存及び移管を確保するために必要な知識

及び技能を職員に習得させる及び向上させるために必要な研修を実施するということであります。 

（２）といたしまして、計画を立ててやるということ。  



21 
 

 （３）といたしまして、単に実施するだけではなくて、その効果をちゃんと把握するように努め

るものとすると定めておるところであります。  

 37 ページ、雑則でございます。 

 保存及び利用状況の報告ということで、行政文書のいわゆる管理状況について、内閣総理大臣に

対する報告義務がかかっておりましたが、館の特定歴史公文書等の保存及び利用につきましても、

毎年度内閣総理大臣に報告することとなっておるところでございます。その内容につきましては、

留意事項の○の２つ目に、具体的なものとして、例えば審査の所要日数別内訳ということで、即日、

30 日以内、60 日以内、それ以上という形で、どういう形で審査を行っているかといったことがわ

かるような形にするということも考えておるということであります。  

 このほか、先ほどの閲覧室の利用規定なども含めまして、いろいろ実施に係る館ごとの必要な事

項を館が定めていくわけですけれども、それを実施規定として定めるというのが最後に記述してい

るところでございます。 

 以上が利用等規則のガイドラインの検討素案の御説明でした。  

○御厨委員長 それでは、ただ今の説明について、御質問等がございましたら、各委員から出して

いただきたいと思います。いかがでしょうか。  

 杉本委員、どうぞ。 

○杉本委員 先ほどの資料３との関連の質問です。資料３の第２の１の（３）のところで、独立行

政法人等の施設であってと書いてありますが、これが資料５で言うところの国立公文書館等に当た

ることになるかと思いますが、例えば資料３の方で「等」の部分のそういう施設を認定することを

うたっておられて、内閣総理大臣が指定したものとなっているかと思いますが、認定なり指定なり

をする際に、例えばこういうガイドラインを実行する能力を持つことが求められることになるので

しょうか。 

 また、例えば日銀のアーカイブなどはこういうものに対応すると思って読んでいました。これか

ら、例えば国立大学もここの対象機関の中に入ってくると思います。これから作るようなところが

あり得るのか、あるいはそういうことは全く考えていないのか。そうしたことも含めて教えていた

だけるとありがたいです。 

○御厨委員長 それでは、事務局の方からお願いします。  

○岡本公文書管理課参事官 まず、こちらの施行令の方で（３）の独立行政法人等の施設というこ

とで考えているものといたしましては、日銀アーカイブさんとか、一部の国立大学法人の図書館等

でございまして、この指定に当たりましては、まずは公文書管理法上、いわゆる行政文書移管ある

いは法人文書移管の仕組みがあるのかないのかというメルクマールがまず１つ目と、もう一つは、

今回お示ししたガイドラインの、いろいろな保存から始まりまして、利用、廃棄、研修等つらつら

と御説明申し上げてまいったわけですけれども、この内容を実際に永久保存するための施設として

の書庫を備えているかとか、専門的な職員がちゃんと配置されているかどうかとか、そういったエ

ビデンスをこちらの方に報告していただいて、その該当性を審査した上で指定をするという形にな

ろうかと思います。 



22 
 

したがいまして、例えば国立大学法人が現状では難しい場合でも、合併とかされて、新しい記念

施設とかを作られて、それで大学の方針として新しくこのすべての条件を満たすようなケースとい

うのがあれば、当然その条件を満たせば追加的に指定をするということは考えられるということで

あります。 

逆に、１回指定を受けても、先ほどの報告義務がありますので、きちんとやっていただけないと

いう施設でありましたら、まずは委員会で諮って内閣総理大臣の改善勧告か何かをする必要がある

と思いますけれども、指定の取り消しというのも当然あり得るということで、両方向あると思いま

す。 

○御厨委員長 よろしゅうございますか。 

では、他にいかがでしょうか。野口委員、どうぞ。  

○野口委員 特定歴史公文書等の利用請求に関して、今回の制度の目玉の１つは、異議申立ての仕

組みが入ることだと思っております。それに関わっての一点目は、今、御説明いただいた資料５の

20 ページの「利用決定の通知」というところです。確かに巻末の別添の様式を見ると記載はあるの

ですが、不服申立て、異議申立てができますということ、すなわち、不服申立ての教示に関する記

述を本文にも入れておくと、これは利用者の権利につながることだと思いますので、望ましいので

はないかと考えます。 

もう一点は、27 ページの一番上の部分です。執行停止のところの記述がちょっと気になります。

今の書きぶりだと、「一般的には申立て又は職権によって執行停止することが必要だ」、と書かれて

いて、そして、執行を停止した場合には、その旨を通知すべきである、と書かれているんですけれ

ども、執行停止というのは判断の難しい事柄で、執行停止をしなければならない場面においては執

行停止をすべきである一方、執行停止をすることにより公開の業務が滞ってしまうことのないよう

に配慮しなければならないということを、双方、考慮しておかなければならないので、やや慎重な

書きぶりが必要になるのではないかと思います。例えば、「申立て及び職権によって利用の実施を

停止することを検討する必要がある」ということ、そして、「執行停止について決定を行った場合

には第三者、利用請求者に対してその旨を通知しなければならない」こと、といったような書きぶ

りにする必要があるような気がするんですけれども、この辺りについて、今の書きぶりになってい

る点は、どういう御判断に基づくものなのかお伺いできればと思います。  

○御厨委員長 それでは、事務局の方からよろしくお願いいたします。  

○岡本公文書管理課参事官 もともとこの書きぶりは、御案内のとおり行政不服審査法に基づく規

定ぶりをベースにして書いておるところでございますけれども、今、御指摘のとおり、必ずしも一

義的に決めなくてもいいのではないかということでありますので、ちょっと工夫をしたいと考えま

す。 

○御厨委員長 よろしいですか。 

○野口委員 ごめんなさい。教示の方はどうでしょうか。書かれるつもりはないですか。  

○岡本公文書管理課参事官 教示の方も明記をさせていただきたいと思います。  

○野口委員 よろしくお願いします。 
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○御厨委員長 では、他の委員の方いかがですか。  

三輪委員、どうぞ。 

○三輪委員長代理 質問とコメントなんですけれども、１つは、８ページにあります枠の中に入っ

ている（２）のところです。法律との絡みで説明してあるので、それでいいのかもしれないけれど

も「当該情報を明示しないようにしなければならない」というのは、要はあるけれどもないことに

するという意味なんでしょうか。目録にも記載しないということなんでしょうか。それがこれだけ

ではわからなかったので、もうちょっとわかりやすく書いていただけるといいと思います。  

それから、10 ページのところのお願いなんですけれども、資料４の方だったか、とにかくタイト

ルを明確にわかるように書けというのが書いてあったんですが、ここのタイトルだと絶対検索でき

ないと思うので、もうちょっと工夫して、もっとよい例を挙げていただきたいと思います。  

○御厨委員長 最初の名称ですね。 

○三輪委員長代理 そうです。 

○御厨委員長 今、２つほど御質問が出ました。よろしくお願いします。  

○岡本公文書管理課参事官 まず、８ページの方は非常に一般的な書きぶりでありまして、基本的

に利用制限の中身がわかってしまうような名称を使わないということでありまして、それを記入し

ないということであります。目録の記載で、名称にそういった文言を使わないということでありま

す。 

○三輪委員長代理 わかりました。では、そのように書かれた方がいいですね。  

○岡本公文書管理課参事官 それから、10 ページ目でありますけれども、こちらは御指摘のとおり

でありまして、一般的なものにしてしまっているので、ここは改善したいと思います。  

○御厨委員長 どうぞ。 

○三輪委員長代理 質問なんですけれども、最後のところに別添で付けていただいている「特定歴

史公文書等利用請求書」というのがあって、いろいろ細かいことを書くようになっているんですが、

これは結果的に利用した人が利用したものを最終的にどんな目的に使うということに関しては、一

切関知しないという理解でよろしいのでしょうか。例えば授業で使うとか、本の一部に使うとか、

いろいろな状況は考えられると思うんですけれども、それは今回のここで議論する範囲には入らな

いという理解でよろしいのでしょうか。  

○岡本公文書管理課参事官 関知しないということで考えておりまして、そのような形にしておる

ところであります。 

○三輪委員長代理 わかりました。以上です。  

○御厨委員長 他にいかがでしょうか。三宅委員、どうぞ。  

○三宅委員 13 ページの 30 年ルールというのが下から４行目にありますが、これは必ずしも周知

されていないので、30 年ルールの後ろにどういうルールなのか、括弧書きで少し説明を書いていた

だけますか。 

○岡本公文書管理課参事官 わかりました。これは御案内のとおりＩＣＡのものでございますので、

具体的にどういうものであるかということにつきまして、明記をさせていただきたいと思います。 
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○御厨委員長 他にいかがでしょうか。よろしいですか。  

それでは、私は読んでいて、これは本当に利用者本位にするということはすばらしいことだと思

うと同時に、これはやはり国立公文書館等には相当な仕事量が求められるということでありまして、

現実に実現するときには、能力も相当要ることが書いてありましたが、それも含めて、かなりの質

と量とともに何かをしないと、これはなかなかいけないのかなという感じがしたというのが、印象

論として１つです。 

 それから、表現で面白かったのは 19 ページです。留意事項の利用決定の最初の○のところです。

４行目に「原本の閲覧をさせられない場合はその具体的な理由（紙力が落ちているため、紙に触れ

ただけで破れてしまう等）」とあります。私はこういうことを「紙力」と言うということを初めて

知った次第でありまして、目が悪い場合の視力というのはよくわかるんですが、紙の力が落ちてい

るというのは、なかなかシュールな表現だなという意味で関心をしたというのが１つあります。  

 次に申し上げておきたいというか、ちょっと伺いたいのは 35 ページです。例の廃棄の問題のと

ころなんですけれども、（１）に文章がありますね。「劣化が極限まで進展して判読及び修復が不可

能で利用できなくなり、歴史資料として重要でなくなったと認める場合には」というのはちょっと

気になりました。要するに判読できない、修復不可能であっても、歴史資料そのものとしては重要

なんだろうと思うんです。だから、そうでなくてというところの「重要でない」というのは、表現

としてもう少し開いた表現の方がいいのかなという感じがしたということが１つございます。いか

がでしょうか。質問は後者の方ですけれども、どうでしょうか。  

○岡本公文書管理課参事官 この点については、法律の方で歴史資料として重要でなくなったと認

める場合という表現ぶりを使っておりますので、その用語をそのまま引いているということであり

ます。その要件として、前の方に「劣化が極限まで進展して判読及び修復が不可能で利用できなく

なる」という具体的なメルクマールを示したということであります。  

○御厨委員長 わかりました。 

 では、他に委員の方、何かございますか。  

 それでは、他になければ、本日お諮りした利用等規則のガイドライン検討素案につきましては、

前回の施行令検討素案等と同様に、委員の皆様から追加の御意見、つまり今日は見逃したけれども、

実はこんなことがあったという場合には、１週間以内にいただきたいと考えております。１週間と

いうことで御了承いただきたいと思います。  

 そして、いただきました御意見等につきましては、必要な修正等を加えた上で、改めて委員の皆

様に送付をして、確認をさせていただくという手続きをとりたいと考えております。  

 また、本件につきましても、その後、各府省を始め、国民の皆様からの意見募集を行って、次回

委員会で結果の御報告、ガイドラインの審議をお願いしたいと考えておりますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

 さて、これまでの説明、あるいは今後の委員会の運営、それ以外でも結構でございますが、御意

見、御質問等がございましたら、お願いしたいと思いますが、何かございますでしょうか。  

 それでは、他に御意見等がなければ、次回の日程等について、事務局の方から説明をお願いいた
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します。 

○福井公文書管理課長 資料６でございます。最初の資料紹介のときに申し上げましたとおり、施

行令の方につきましては、これから法制化のための作業に入りたいと思います。  

ガイドラインの方につきましては、各府省の方にお願いをして、規則案の準備をしていただくと

いうことでございます。 

 一番右側の利用等規則の関係は、また１週間以内に御意見をいただいた上で、任意パブコメを行

うという日程に乗せていきたいと思います。  

 これらにつきましては、10 月 12 日の 15 時から第３回の委員会を開かせていただきまして、施

行令案の検討状況、文書管理規則については、各府省の案の準備に応じということになると思いま

すが、御審議をお願いしたいと思っております。 

 それから、利用等規則に関しましては、パブコメの結果を御報告して、その上でガイドラインの

とりまとめの議論をしていただきたいと思っております。  

 以上でございます。 

○御厨委員長 それでは、以上で第２回「公文書管理委員会」を終了させていただきます。  

 なお、この後、６階の 605 会見室におきまして、私から報道関係の皆様方に対してブリーフを予

定しております。御承知おき願いたいと思います。  

 それでは、本日はどうもお忙しいところ、ありがとうございました。  
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